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近
代
日
本
研
究
第
二
十
四
巻

(

二
〇
〇
七
年)

特
集
・
慶
應
義
塾
創
立
百
五
十
年
・
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
開
設
二
十
五
年

福
沢
門
下
の
自
由
民
権
運
動
家

草
間
時
福
小
伝

寺

崎

修

一

は
じ
め
に

福
沢
諭
吉
門
下
の
自
由
党
系
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
自
由
民
権
運
動
家
に
は
、
荒
川
高
俊

(

栃
木)

、
新
井
毫

(

群
馬)

、
加
藤
政

之
助(

埼
玉)

、
松
本
福
昌(

神
奈
川)

、
城
泉
太
郎(
新
潟)

、
西
村
玄
道(

三
重)

、
小
室
信
介(

京
都)

、
馬
場
辰
猪(

高
知)

、

山
田
平
左
衛
門

(

高
知)

等
々
の
人
々
が
い
る
が
、
草
間
時
福
も
こ
の
系
列
に
属
す
る
自
由
民
権
運
動
家
で
あ
る
。
か
れ
の
名
前

は
、
久
我
懋
正
編

『

現
今
民
権
家
品
行
録

(

１)』

、
三
宅
虎
太
編

『
民
権
自
由
日
本
演
説
軌
範

(

２)』

、
三
木
幾
太
郎
編

『

疑
問
の
人

(

３)』

、
永

江
為
政
編

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生

(

４)』

、
宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿

『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝

(

５)』

、『

国
史
大
辞
典』

第
四

巻

(

６)

、
三
好
恭
治

｢

松
山
中
学
校
と
慶
應
義
塾
―
初
代
校
長
・
草
間
時
福
―

(
７)｣
な
ど
の
文
献
に
登
場
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
比
較
的
多

く
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
草
間
時
福
の
事
跡
に
つ
い
て
は
不
明
の
部
分
も
多
く
、
い
ま
だ
信
頼
す
べ
き
一
篇
の
小
伝
す
ら
見
あ
た
ら
な

い
の
は
余
り
に
も
寂
し
い
。
近
年
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
史
研
究
の
著
し
い
進
展
を
思
う
と
き
、
一
層
そ
の
感
を
深
く
す
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
草
間
時
福
研
究
の
現
状
に
鑑
み
、
こ
れ
ま
で
私
が
蒐
集
し
え
た
諸
資
料
を
利
用
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
詳

し
く
か
れ
の
政
治
的
生
涯
を
辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
論
が
、
将
来
、
本
格
的
な
草
間
時
福
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
際
に
、
多
少
な
り
と
も
役
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ

る
。

二

教
員
か
ら
民
権
家
へ

草
間
は
嘉
永
六(

一
八
五
三)

年
五
月
十
五
日
京
都
の
士
族
下
田
好
文
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
、
の
ち
草
間
列
五
郎
の
養
子
と

な
っ
た
。
安
井
息
軒
、
中
村
敬
宇
に
学
び
、
明
治
七
年
四
月
二
日
慶
應
義
塾
に
入
塾
し
た
。
入
社
帳
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ

る

(

８)

。
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本
人
姓
名

草
間
時
福

府

県

東
京
府

身

分

士
族

年

齢

二
十
歳
四
ケ
月

社
中
ニ
入
タ
ル
月
日

明
治
七
戊
年
四
月
二
日

入
社
証
人
ノ
姓
名

東
京
三
大
区
四
小
区
飯
田
町
三
丁
目
住
居
国
債
寮
出
仕

杉
浦
正
臣



草
間
は
入
塾
す
る
と
ま
ず
変
則
科
第
四
等
の
ク
ラ
ス
に
所
属
し
た
。
同
じ
ク
ラ
ス
に
は
鹿
島
秀
麿
、
竹
田
等
、
新
井
毫
な
ど
が

い
た
が
、｢

慶
應
義
塾
学
業
勤
惰
表｣

に
よ
る
と
、
入
塾
時
か
ら
八
年
四
月
中
旬
ま
で
の
草
間
の
成
績
は
、
次
の
通
り
で
あ
る

(

９)

。

さ
ら
に
八
年
四
月
下
旬
よ
り
七
月
下
旬
ま
で
の
成
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た

(

�)

。

明
治
八
年
七
月
、
草
間
は
慶
應
義
塾
を
卒
業
し
、
愛
媛
県
権
令
岩
村
高
俊
の
求
め
に
応
じ
て
仲
介
役
を
つ
と
め
た
末
広
重
恭
の

推
薦
に
よ
り
、
愛
媛
県
英
学
所

(

現
在
の
松
山
東
高
等
学
校)

の
初
代
所
長
兼
教
頭
と
し
て
四
国
松
山
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ち
な
み
に
岩
村
愛
媛
県
権
令
と
草
間
の
間
で
結
ば
れ
た
雇
入
条
約
書
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
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出
席
割
合

算
術
割
合

綴
方
割
合

明
治
七
年
四
月
下
旬

ヨ
リ
七
月
中

変
則

第
四
等

九
七

九
七

九
一

明
治
七
年
八
月
下
旬

ヨ
リ
十
二
月
中

変
則

第
二
等

九
三

六
二

七
八

明
治
八
年
一
月
上
旬

ヨ
リ
四
月
中
旬

変
則

第
二
等
ノ
一

四
〇

三
〇

六
九

出
席
割
合

算
術
割
合

小
試
業
割
合

大
試
業
割
合

明
治
八
年
四
月
下
旬

ヨ
リ
七
月
下
旬

本
科

第
二
等

七
七

六
三

六
〇

〇



第
一
条

明
治
八
年
七
月
十
六
日
よ
り
、
同
九
年
七
月
十
五
日
迄
、
満
一
ケ
年
間
と
相
定
め
候
事
、

第
二
条

給
料
は
一
ケ
月
金
四
拾
円
宛
と
相
定
め
候
事
、

第
三
条

雇
中
、
宿
代
と
し
て
一
ケ
月
金
弐
円
宛
相
渡
し
候
事
、

第
四
条

食
料
は
勿
論
、
家
具
及
び
使
役
の
奴
僕
等
に
至
る
迄
、
一
切
自
弁
た
る
べ
き
事
、

第
五
条

雇
期
限
竟
ら
ざ
る
中
、
事
故
あ
り
て
閉
校
等
の
節
は
、
爾
後
三
ケ
月
、
給
料
を
相
渡
し
、
猶
ほ
定
め
の
旅
費
相
渡

す
べ
き
事
、

第
六
条

赴
県
及
び
満
期
帰
国
旅
費
金
五
拾
円
宛
と
相
定
め
候
事
、

第
七
条

学
校
諸
規
則
は
勿
論
、
教
授
の
順
序
等
、
学
務
課
官
吏
協
議
の
上
、
取
調
の
権
を
有
す
と
雖
も
其
施
行
す
る
と
否

と
は
本
県
長
官
専
決
す
べ
き
事
、

第
八
条

定
む
る
所
の
休
日
の
外
、
随
意
に
業
を
廃
す
る
時
は
、
其
日
数
の
給
料
を
引
去
る
事
、

第
九
条

雇
入
満
期
の
後
、
尚
ほ
引
続
き
雇
入
る
ゝ
時
は
、
期
限
前
、
更
に
相
談
の
上
条
約
す
べ
き
事
、

第
十
条

条
約
中
、
事
故
あ
り
て
自
か
ら
解
約
を
乞
ふ
時
は
、
其
翌
日
よ
り
給
料
、
旅
費
共
相
渡
さ
ゞ
る
事
、

第
十
一
条

校
則
を
破
り
、
或
は
懶
惰
、
遊
蕩
、
生
徒
の
師
標
た
る
能
は
ざ
れ
ば
、
期
限
中
と
雖
も
雇
を
止
め
、
其
翌
日
よ

り
給
料
は
勿
論
、
帰
国
旅
費
共
相
渡
さ
ざ
る
事
、(

以
下
略)

こ
れ
を
み
る
と
、
草
間
の
雇
入
の
期
間
は
、
明
治
八
年
七
月
十
六
日
か
ら
同
九
年
七
月
十
五
日
ま
で
の
一
年
間
で
あ
り
、
待
遇

は
、
月
給

｢

四
拾
円｣

と
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
草
間
が
、
藩
黌
明
教
館
校
舎
内
に
新
設
さ
れ
た
愛
媛
県
英
学
所
に
赴

任
し
た
時
の
年
齢
が
二
十
二
歳
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
破
格
の
待
遇
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
愛
媛
県
英
学
所
開
設
時
の
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生
徒
数
は

｢

三
四
十
名｣

ほ
ど
で
、
草
間
は
、
村
井
保
固
、
三
輪
俶
載
、
竹
場
成
径
ら
上
級
生
の
ク
ラ
ス
を
受
け
持
ち
、
ギ
ゾ
ー

の
『

文
明
史』

を
講
読
し
た
と
い
う
。
愛
媛
県
英
学
所
時
代
の
授
業
の
模
様
に
つ
い
て
、
永
江
為
政
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る

(
�)
。草

間
先
生
が
所
長
と
教
頭
を
兼
ね
、
助
教
と
し
て
柘
植
武
憲
、
村
井
保
固
、
三
輪
俶
載
の
三
氏
あ
る
の
み
、
明
教
館
の
講
堂

の
三
隅
に
、
円
る
く

｢

テ
ー
ブ
ル｣

を
囲
ん
で
、
最
上
級
の
組
は
草
間
先
生
、
親
づ
か
ら
之
を
担
当
し
、
其
余
の
課
外
席
の

年
長
者
は
、
草
間
先
生
と
柘
植
先
生
と
の
受
持
、
勝
山
学
校
か
ら
最
初
に
転
入
し
た
三
十
余
名
の
児
童
は
、
其
頃
の
上
級
生

で
あ
っ
た
村
井
、
三
輪
の
両
先
生
分
担
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ソ
シ
テ
、
学
生
一
同
は
英
書
を
学
ぶ
以
外
に
、
月
に
二
回
又

は
三
回
、
明
教
館
の
講
堂
の
中
央
を
、
議
場
の
如
く
大
円
形
に
造
り

｢

テ
ー
ブ
ル｣

を
置
き
直
し
て
正
面
に
演
壇
を
据
へ
、

定
期
の
演
説
会
、
若
く
は
討
論
会
が
開
か
れ
る
、
其
時
は
必
ら
ず
県
庁
か
ら
岩
村
権
令
が
臨
席
さ
れ
る
、
…
…

こ
れ
に
よ
り
、
草
間
と
と
も
に
実
際
の
教
育
の
任
に
あ
た
っ
た
の
は
草
間
に
加
え
、
柘
植
武
憲
、
村
井
保
固
、
三
輪
俶
載
の
四

名
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
柘
植
は
大
阪
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
教
員
で
あ
る
が
、
村
井
、
三
輪
の
両
名
は
、
英
学
所

の
最
上
級
生
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
方
に
お
い
て
英
学
所
の
生
徒
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
下
級
生
を
教
育
・
指
導
す
る
立
場

に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に

｢

半
学
半
教｣

が
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
生
徒
た
ち
は
英
書
を
学
ぶ
以
外
に
、
明

教
館
の
講
堂
で
演
説
討
論
会
を
定
期
的
に
開
き
、
演
説
討
論
の
実
地
演
習
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
演
説
討
論
会
に
は
、

民
権
権
令
と
称
さ
れ
た
岩
村
権
令
も
積
極
的
に
参
加
し
、
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
等
々
、
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
。

こ
う
し
て
愛
媛
県
英
学
所
赴
任
後
の
草
間
は
、
岩
村
権
令
の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
英
学
教
育
を
お
こ
な
う
一
方
、
自

福沢門下の自由民権運動家
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由
民
権
運
動
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
草
間
が
岩
村
権
令
と
と
も
に
街
頭
に
立
ち
、
政
談
演
説
を
お
こ
な
う
こ
と
も
、

決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

三

筆
禍
事
件

明
治
九
年
二
月
十
九
日
、
草
間
が
明
治
政
府
を
痛
烈
に
批
判
す
る
投
稿
論
文

(

無
題)

が
、『

朝
野
新
聞』

投
書
欄
に
掲
載
さ

れ
た
。
文
末
に

｢

愛
媛
県
松
山
北
夷
町
寄
留

草
間
時
福｣

と
あ
る
の
で
、
寄
留
先
の
松
山
か
ら
投
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
草
間
の
投
書
は
、
次
の
よ
う
な
刺
激
的
な
文
言
で
は
じ
ま
る

(

�)

。

地
球
上
第
一
等
堅
忍
能
耐
ノ
人
民
ヲ
問
ハ
ヽ
、
論
者
必
ラ
ズ
謂
ン
英
民
ナ
リ
ト
。
我
輩
独
リ
之
ヲ
非
ト
シ
テ
曰
ク
。
地
球
上

第
一
等
忍
耐
ノ
人
民
ハ
彼
ノ
英
民
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
此
ノ
大
日
本
帝
国
ノ
人
民
ナ
リ
ト
。

こ
の
よ
う
に
、
草
間
は
、｢

地
球
上
第
一
等
忍
耐
ノ
人
民｣

は
、｢

英
民｣

で
は
な
く

｢

大
日
本
帝
国
ノ
人
民｣

が
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
続
け
る

(

�)

。

一
国
ノ
人
民
不
幸
ニ
シ
テ
圧
政
ノ
苦
軛
ヲ
受
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
出
来
ル
ダ
ケ
之
ヲ
辛
抱
シ
、
静
ニ
正
理
ヲ
説
テ
政
府
ヲ
諫
メ
、

以
テ
政
府
ノ
本
心
ニ
還
ル
ヲ
期
望
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
雖
モ
、
若
シ
政
府
之
ヲ
容
レ
ズ
、
益
ス
圧
政
ノ
威
暴
ヲ
行
ヒ
、
益
ス

自
由
ノ
正
理
ヲ
束
縛
シ
、
人
民
其
苦
痛
ニ
耐
ル
能
ハ
ザ
ル
ニ
及
デ
ハ
、
人
民
不
得
止
シ
テ
革
命
ノ
一
途
ニ

(

革
命
ノ
義
理
ハ
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昨
秋
論
ジ
テ
朝
野
社
ニ
投
稿
セ
リ)

出
テ
旧
政
府
ヲ
倒
シ
、
新
政
府
ヲ
立
テ
陰
々
タ
ル
妖
気
ヲ
掃
テ
磊
々
タ
ル
自
由
ノ
天
日

ヲ
拝
ス
ベ
キ
而
巳
。
…
…
然
リ
ト
雖
ト
モ
明
治
ノ
人
民
ハ
巳

(

マ
マ)

ニ
前
日
ノ
人
民
ニ
ア
ラ
ズ
。
現
ニ
旧
政
府
ノ
圧
政
ニ
耐
ル
能
ズ

シ
テ
革
命
ヲ
起
セ
シ
者
ニ
テ
、
爾
来
自
由
ノ
空
気
ヲ
呼
吸
ス
ル
茲
ニ
九
年
ナ
リ
。

す
な
わ
ち
草
間
は
、
日
本
人
が

｢

地
球
上
第
一
等
忍
耐
ノ
人
民｣

で
あ
る
と
し
て
も

｢

忍
耐｣

に
は
限
界
が
あ
り
、
政
府
が
圧

政
を
お
こ
な
い

｢
人
民｣

が

｢

苦
痛
ニ
耐
ル
能
ハ
ザ
ル｣

場
合
は
、｢

革
命
ノ
一
途｣

に
出
て

｢

旧
政
府
ヲ
倒
シ
、
新
政
府
ヲ
立

テ｣

る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
述
べ
、
現
に

｢

明
治
ノ
人
民｣

は
、｢

旧
政
府
ノ
圧
政
ニ
耐
ル
能
ズ
シ
テ
革
命
ヲ
起
セ
シ
者｣

で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
草
間
は
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
警
告
を
し
て
、
こ
の
論
文
を
結
ん
で
い
る

(

�)

。

故
ニ
明
治
政
府
ノ
賢
明
ナ
ル
巳

(

マ
マ)
ニ
旧
政
府
ノ
如
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ラ
バ
、
又
明
治
ノ
人
民
ハ
巳

(

マ
マ)

ニ
前
日
ノ
人
民
ニ
ア
ラ
ザ

ル
ヲ
知
ル
可
シ
。
依
テ
若
シ
今
日
ヨ
リ
後
旧
政
府
ノ
如
キ
圧
制
政
府
ガ
蘇
生
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
、
人
民
ハ
必
ズ
前
日
ノ
如
ク

之
ヲ
辛
抱
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
必
ラ
ズ
ヤ
権
利
ノ
竹
槍
ハ
東
西
ニ
集
リ
、
自
由
ノ
筵
旗
ハ
南
北
ニ
廻
リ
以
テ
世
局

ヲ
一
変
セ
ン
。

す
な
わ
ち
草
間
は
、｢

圧
制
政
府
ガ
蘇
生
ス
ル
コ
ト｣

が
あ
れ
ば
、
必
ず

｢

権
利
ノ
竹
槍
ハ
東
西
ニ
集
リ
、
自
由
ノ
筵
旗
ハ
南

北
ニ
廻
リ｣

、
政
局
は

｢

一
変｣

す
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
政
府
の
暴
走
を
言
論
で
抑
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

｢

投
書｣

は
取
締
当
局
の
忌
避
に
ふ
れ
、
た
だ
ち
に
翌
二
十
日
、
編
集
人
沢
田
直
温
が
呼
び
出
し
を
受
け
警
察

の
取
調
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
草
間
の
論
文
を
掲
載
し
た
編
集
人
沢
田
直
温
が
、｢

政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
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ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト｣

す
る
こ
と
を
禁
じ
た
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
に
違
反
し
た
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

沢
田
に
対
す
る
取
調
は
そ
の
後
も
続
い
た
が
、｢

投
書｣

の
著
者
で
あ
る
草
間
に
対
し
て
は
、
こ
の
段
階
で
は
な
ん
の
取
調
も
お

こ
な
わ
れ
ず
、
三
月
十
日
、
東
京
裁
判
所
に
お
い
て
沢
田
直
温
の
み
に
対
す
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
東
京
裁
判
所

の
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

其
方
儀
本
年
二
月
十
九
日
該
社
新
聞
第
七
百
四
拾
壱
号
ニ
草
間
時
福
ナ
ル
者
ヨ
リ
地
球
上
第
一
等
堅
忍
能
耐
ノ
人
民
云
々
ノ

投
書
ヲ
掲
載
ス
ル
科
、
新
聞(

紙
・
脱
カ)

条
例
第
十
三
条
政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
ス
ル
ヲ
以
テ
論
ジ
、
禁
獄
一
年
申

付
ル
。

判
決
は
、
被
告
の
行
為
を

｢

政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ｣

た
も
の
と
認
定
し
、
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
す

な
わ
ち

｢

政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
、
禁
獄
一
年
以
上
三
年
ニ
至
ル
迄
ヲ
科

ス｣

を
適
用
し
、｢

禁
獄
一
年｣

を
言
い
渡
す
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
よ
り
も
編
集
者
の
量
刑
が
重
い
の
は
、
新
聞
紙
条
例
の
特

徴
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
編
集
者
の
沢
田
直
温
が

｢

禁
獄
一
年｣

の
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
異
常
に
厳
し
い
判

決
で
あ
っ
た
。

さ
て

｢

投
書｣

の
著
者
で
あ
る
草
間
に
対
す
る
公
判
は
そ
れ
か
ら
二
週
間
余
り
後
の
三
月
二
十
七
日
、
愛
媛
県
松
山
で
始
ま
っ

た
。『

朝
野
新
聞』

は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

(

�)

。

愛
媛
県
の
草
間
時
福
さ
ん
も
弊
社
新
聞
七
百
四
十
一
号
に
投
書
さ
れ
た
こ
と
に
付
去
月
廿
七
日
と
廿
九
日
と
両
度
お
糾
し
が
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あ
っ
て
口
書
も
已
に
済
み
た
る
よ
し
。
お
掛
り
の
裁
判
官
は
十
等
出
仕
佐
久
間
恪

(

格)

様
だ
と
申
し
ま
す
。
御
裁
決
に
な
れ
ば
又
々

報
知
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
升
。

草
間
自
身
も
後
年
、
こ
の
時
の
裁
判
の
模
様
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

(

�)

。

私
も
新
聞
を
読
で
此
事
を
知
り
、
何
か
沙
汰
が
あ
る
で
あ
ら
う
と
実
は
心
待
ち
に
待
て
居
り
ま
す
と
、
果
せ
る
哉
同
年
三

月
に
召
喚
状
が
来
た
。
私
は
当
時
は
唐
人
町
の
富
田
屋
の
別
荘
に
仮
寓
し
て
居
り
ま
し
た
の
で
、
町
の
小
区
戸
長
に
附
添
は

れ
て
、
裁
判
所
へ
出
掛
ま
し
た
。
…
…
其
時
の
裁
判
官
は
、
佐
久
間
象
山
の
甥
と
か
に
当
る
、
佐
久
間
格
と
云
ふ
人
で
あ
っ

た
。
…
…
裁
判
官
は

｢

人
民
の
身
分
と
し
て
、
政
府
を
顛
覆
し
て
、
国
家
を
変
革
す
る
な
ど
と
は
、
不
埒
千
万
の
心
得
だ｣

と
の
意
味
の
訊
問
を
受
け
た
、
私
は

｢

そ
ん
な
法
は
無
い
、
人
民
あ
っ
て
の
政
府
だ
、
民
意
に
非
ざ
る
政
府
を
、
人
民
が
改

革
す
る
は
当
然
の
権
利
で
、
何
が
悪
い
の
か
と｣

言
ひ
張
り
、
裁
判
官
と
大
議
論
が
初
ま
っ
た
。
…
…
二
度
目
よ
り
は
丸
で

討
論
会
へ
で
も
行
く
心
持
で
裁
判
所
へ
行
き
、
な
か

�
屈
服
せ
な
い
。
当
時
は
今
日
の
如
き
証
拠
裁
判
で
は
な
く

｢

口
供

完
結｣

と
云
て
、
被
告
人
が
其
罪
に
伏
罪
し
て
爪
印
を
押
さ
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
規
則
で
あ
っ
た
。
ソ
コ
デ
又
三
度
目
の
時
も

同
様
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
裁
側
官
の
方
で

｢

お
前
の
趣
旨
は
分
つ
た
が
、
之
を
読
む
者
が
国
家
を
顛
覆
し
、
政
府
を
変
換

す
る
と
云
ふ
不
穏
当
な
意
味
に
解
す
る
、
さ
す
れ
ば
、
其
罪
を
免
る
ゝ
事
は
出
来
ま
い｣

と
少
し
く
物
優
し
く
出
て
来
た
。

私
は
之
は
新
聞(

紙
・
脱
カ)

条
例
の
教
唆
罪
に
当
嵌
め
ん
と
し
て
ゐ
る
な
と
思
っ
た
の
で
、
教
唆
罪
な
ら
、
第
十
三
条
に
比
す
れ
ば
、
罰

の
範
囲
も
広
く
し
て
大
分
軽
く
、
又
首
従
刑
の
適
用
を
異
に
す
る
も
前
例
な
き
事
に
て
、
ド
ー
セ
た
ゞ
で
済
ぬ
事
な
る
べ
け

れ
ば
、
茲
ら
で
鳬
を
付
け
る
の
が
得
策
と
感
じ
、｢

成
程
他
人
が
さ
う
解
す
る
な
ら
仕
方
が
な
い
、
そ
れ
は
誤
解
で
有
て
、
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誤
解
す
る
の
は
、
す
る
者
が
悪
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
私
の
罪
だ
と
言
は
れ
り
ゃ
已
む
を
得
な
い
、
罪
に
服
す
る
よ
り
外

は
な
い｣

と
言
っ
て
仕
舞
ま
し
た
。
之
で
裁
判
は
終
結
と
な
り
、
…
…

こ
う
し
て
草
間
に
対
す
る
愛
媛
県
裁
判
所
の
公
判
は
終
結
し
た
が
、
判
決
言
渡
日
を
翌
日
に
ひ
か
え
た
三
月
三
十
日
夜
、
草
間

は
突
然
、
岩
村
権
令
の
自
宅
に
呼
ば
れ
た
。
岩
村
権
令
は
、
草
間
身
の
上
を
案
じ
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
草
間
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

…
…
岩
村
権
令
か
ら
手
紙
が
来
て
、｢

過
日
来
御
苦
労
の
趣
で
あ
る
が
、
愈
よ
明
日
は
刑
名
宣
告
と
申
す
事
故
、
当
分
高
話

を
聞
く
事
も
叶
ぬ
故
、
今
夜
是
非
話
に
来
る
や
ふ｣

に
と
い
ふ
事
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
早
速
出
掛
け
て
行
き
ま
し
て
、
岩

村
権
令
に
前
日
来
、
佐
久
間
裁
判
長
と
の
弁
論
の
大
要
を
述
べ
て
、｢

随
分
圧
制
で
あ
り
ま
せ
ん
か
、
併
し
最
後
に
裁
判
長

も
一
歩
を
譲
り
、
教
唆
の
方
向
に
転
じ
来
り
ま
し
た
、
到
底
唯
で
は
済
ま
ぬ
こ
と
ゝ
考
へ
ま
し
た
か
ら
、
天
下
の
人
が
誤
解

す
る
か
ら
と
て
、
そ
れ
で
私
を
罪
す
る
な
ら
ば
、
仕
方
あ
り
ま
せ
ん｣

と
、
伏
罪
し
た
事
を
話
し
た
れ
ば
、
岩
村
君
も
そ
れ

は
宜
か
っ
た
と
の
事
で
、
そ
こ
で
、
何
程
に
や
ら
れ
ま
す
か
と
尋
ね
た
れ
ば
、｢

先
づ
八
個
月
の
禁
獄
に
、
百
円
の
罰
金
位

ひ
で
あ
ら
う｣

と
洩
ら
し
て
呉
れ
ま
し
た
、
そ
し
て
岩
村
氏
は
、
最
後
に

｢

上
告
だ
け
は
せ
ぬ
様
に
し
て
貰
ひ
た
い
、
で
な

け
れ
ば
、
面
倒
に
な
っ
て
来
る
か
ら
…
…｣

と
附
け
足
さ
れ
た
。
私
は
承
知
の
旨
を
答
へ
て
、
岩
村
氏
の
宅
を
辞
去
せ
ん
と

す
る
と
、
岩
村
の
奥
さ
ん
が
、｢

一
寸｣

と
言
っ
て
、
私
を
物
蔭
へ
呼
び
、｢

聞
け
ば
今
回
は
お
気
の
毒
な
事
に
成
た
さ
う
な
、

就
て
は
失
礼
な
が
ら
御
用
意
も
如
何
か
と
存
じ
ま
す
る
で
、
ど
う
か
之
を
…
…｣

と
言
っ
て
百
円
の
金
包
を
渡
し
て
呉
ら
れ

た
、
私
は
非
常
に
嬉
し
く
押
戴
い
て
感
泣
し
、
帰
宅
の
後
、
母
に
も
其
訳
を
話
し
、
そ
れ
を
懐
中
し
て
翌
日
早
速
裁
判
所
へ
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行
っ
た
。

三
月
三
十
一
日
、
愛
媛
県
裁
判
所
は
、
草
間
に
対
し
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る

(

�)

。

伊
予
国
温
泉
郡
北
夷
子
町
寄
留

京
都
府
士
族

草

間

時

福

其
方
儀
本
年
二
月
中
東
京
朝
野
新
聞
社
ヘ
差
向
ケ
地
球
上
第
一
等
堅
忍
能
耐
ノ
人
民
云
々
ノ
論
ヲ
投
書
致
ス
科
新
聞(

紙
・
脱
カ)

条
例
第

十
二
条
教
唆
ニ
止
ル
者
ヲ
以
テ
論
ジ
編
輯
人
沢
田
直
温
ノ
従
ト
ナ
シ
禁
獄
二
ケ
月
罰
金

(

五
十
円)

十
円
申
付
ル

明
治
九
年
三
月
三
十
一
日

愛
媛
県
裁
判
所
印

前
日
、
岩
村
権
令
よ
り

｢

八
個
月
の
禁
獄
に
、
百
円
の
罰
金｣

と
聞
か
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
判
決
は
、

｢

禁
獄
二
ケ
月
罰
金
十
円

(

五
十
円)｣

と
い
う
き
わ
め
て
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。｢

新
聞(

紙
・
脱
カ)

条
例
第
十
二
条
教
唆
ニ
止
ル
者
ヲ
以
テ
論
ジ｣

と
い

う
の
は
、
編
集
人
沢
田
直
温
に
適
用
し
た
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
を
草
間
に
は
適
用
せ
ず
、
第
十
二
条
の
規
定
、
す
な
わ
ち

｢

新

聞
紙
若
ク
ハ
雑
誌
・
雑
報
ニ
於
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
犯
ス
者
ト
同
罪
。
其
教
唆
ニ
止
ル
者
ハ
、
禁
獄
五

日
以
上
三
年
以
下
、
罰
金
十
円
以
上
五
百
円
以
下
ヲ
科
ス｣
な
る
規
定
の
う
ち
、｢

教
唆｣

を
適
用
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
草
間
の
行
為
は
、
第
十
二
条
の
定
め
る
犯
罪
の

｢

教
唆
ニ
止
ル｣

と
認
定
さ
れ
、｢

禁
獄
二
ケ
月
罰
金
十
円

(

五
十
円)｣

と
い
う

予
想
外
の
軽
い
判
決
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
草
間
は
、
予
想
外
の
判
決
と
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

(

�)

。
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そ
し
て
、
禁
獄
八
個
月
、
罰
金
百
円
と
云
ふ
申
渡
し
を
待
て
居
る
と
、
佐
久
間
裁
判
官
は

｢

禁
獄
二
個
月
、
罰
金
五
拾
円｣

と
云
ふ
申
渡
し
を
し
た
、
私
は
前
夜
の
先
入
が
あ
る
か
ら
、
不
思
議
に
感
じ
、
自
分
の
聴
誤
り
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
っ

た
の
で
、
武
藤
と
云
ふ
警
察
所
長
、
今
日
か
ら
云
へ
ば
警
部
長
に
調
書
を
見
せ
て
貰
ふ
と
、
矢
張
り
真
実
で
あ
り
ま
し
た
。

武
藤
所
長
は
、
私
に
向
ひ
、
こ
れ
は
当
庁
の
内
規
で
は
あ
り
ま
す
が
、
上
告
を
な
さ
る
か
、
な
さ
れ
ぬ
か
を
お
尋
ね
し
ま
す

と
云
ふ
事
で
、｢

イ
ヤ
ど
う
致
し
ま
し
て
、
こ
ん
な
に
安
い
の
な
ら
、
上
告
抔
は
致
し
ま
せ
ん｣

と
答
へ
、
件
の
百
円
紙
幣

を
出
し
て
、
之
で
罰
金
を
受
取
て
貰
ひ
た
い
と
言
ふ
と
、
武
藤
所
長
は
私
の
顔
と
、
百
円
紙
幣
と
を
等
分
に
眺
め
つ
つ

｢

エ

ラ
イ
御
用
意
が
よ
い
で
す
な
ア｣

と
笑
ひ
ま
し
た
、
後
か
ら
聞
く
と
、
裁
判
言
渡
の
朝
、
最
後
の
決
判
を
取
り
に
、
佐
久
間

判
事
が
岩
村
権
令
の
席
に
ゆ
き
た
れ
ば
、
岩
村
君
は
教
唆
で
や
る
の
か
、
教
唆
罪
な
れ
ば
罰
金
は
五
円
よ
り
、
禁
錮
は
幾
日

よ
り
に
て
、
其
範
囲
も
広
い
で
は
な
い
か
と
、
一
声
言
は
れ
た
の
で
、
佐
久
間
判
事
が
、
再
考
の
上
、
改
め
て
殆
ど
半
減
程

に
成
た
と
云
ふ
事
が
分
か
っ
た
。

判
決
当
日
の
朝
に
、
岩
村
権
令
が
佐
久
間
判
事
に
量
刑
の
再
考
を
求
め
た
と
い
う
右
の
証
言
は
、
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
が
、

司
法
と
行
政
が
未
分
離
の
当
時
に
お
い
て
は
違
法
と
は
い
え
ず
、
行
政
の
司
法
へ
の
介
入
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
岩
村
権
令
が
佐
久
間
判
事
に
量
刑
の
再
考
を
求
め
た
可
能
性
は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
事
件
を
新

聞
紙
条
例
第
十
二
条
違
反
事
件
と
認
定
し
た
愛
媛
県
裁
判
所
の
判
決
は
、
同
条
例
第
十
三
条
違
反
事
件
と
認
定
し
た
東
京
裁
判
所

の
判
決
と
内
容
的
に
大
き
く
食
い
違
う
も
の
が
あ
り
、
判
決
に
は
疑
問
が
残
る
。『

朝
野
新
聞』

は
、
こ
の
点
に
論
及
し
て
、
次

の
よ
う
な
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る

(

�)

。
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吾
輩
ハ
東
京
裁
判
所
ニ
於
テ
前
仮
編
輯
長
直
温
ニ
申
渡
サ
レ
タ
ル
文
面
ト
愛
媛
県
裁
判
所
ニ
於
テ
投
書
者
草
間
君
ニ
申
渡
サ

レ
タ
ル
文
面
ト
ヲ
把
テ
相
照
見
ス
ル
ニ
、
一
ハ
則
チ
政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顛
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
ス
ル
ヲ
以
テ
論
セ
ラ
レ
、

一
ハ
則
チ
教
唆
ニ
止
ル
ヲ
以
テ
論
セ
ラ
ル
。
即
チ
此
ハ
、
新
聞
条
例
第
十
二
条
ノ
犯
罪
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
彼
レ
ハ
、
第
十
三

条
ノ
犯
罪
ナ
リ
。
夫
レ
此
犯
罪
ノ
根
原
タ
ル
我
社
新
聞
第
七
百
四
十
一
号
ニ
載
セ
タ
ル
投
書
ハ
其
論
ズ
ル
ト
コ
ロ
ニ
於
テ
固

ヨ
リ
二
様
ノ
趣
意
ア
ル
ベ
キ
筈
ナ
シ
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
に
被
告
も
検
察
官
も
異
議
を
唱
え
ず
上
告
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
判
決
は
確
定
判
決
と
な
り
、
草
間

は
、
た
だ
ち
に
服
罪
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
草
間
自
身
が

｢

東
京
に
は
獄
舎
が
あ
っ
た
が
、
其
頃
松
山
に
は
未
だ
政
事

犯
の
獄
舎
が
無
か
っ
た
か
ら
、
私
は
自
宅
禁
錮
で
有
ま
し
た

(

�)｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
草
間
は
温
泉
郡
北
夷
子
町
の
寄
留
先
で

二
か
月
間
の
謹
慎
生
活
を
送
っ
た
だ
け
で
刑
期
を
満
了
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

満
期
後
の
動
静

明
治
九
年
五
月
二
十
九
日
に
刑
期
を
満
了
し
た
草
間
は
、
翌
三
十
日
た
だ
ち
に
愛
媛
県
英
学
所
の
所
長
兼
教
頭
に
復
帰
し
た
。

愛
媛
県
英
学
所
は
、
九
年
七
月
に｢

愛
媛
県
変
則
中
学
校｣

と
な
り
、
同
年
九
月
に
は｢

愛
媛
県
北
予
変
則
中
学
校｣

と
改
称
し
、

さ
ら
に
十
一
年
六
月
に
は

｢

愛
媛
県
立
松
山
中
学
校｣

と
改
変
さ
れ
る
が
、
こ
の
間
、
草
間
は
一
貫
し
て
所
長
・
校
長
を
続
け
、

十
二
年
七
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
草
間
は
、
筆
禍
事
件
で
有
罪
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
罷
免
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
教
員
生
活
を
続
け
る
一
方
、
自
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由
民
権
家
と
し
て
の
活
動
も
休
止
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
草
間
は
刑
期
満
了
と
と
も
に
政
談
演
説
を
再
開
し
、
こ
れ
を
生
徒
に

も
奨
励
す
る
な
ど
、
以
前
に
も
増
し
て
活
�
な
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
草
間
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る

(

�)

。

此
年
に
、
英
学
校
は
変
則
中
学
校
と
組
織
が
変
り
、
科
目
も
増
し
、
生
徒
数
も
増
加
し
た
、
そ
し
て
、
討
論
会
を
盛
ん
に
行
っ

た
も
の
で
、
学
校
の
外
で
は
、
政
談
演
説
会
が
随
時
随
所
に
於
て
開
か
れ
る
の
で
、
私
の
如
き
も
、
一
方
で
は
教
育
の
任
に

当
り
、
一
方
で
は
盛
に
政
談
演
説
を
や
っ
た
者
で
す
、
私
は
自
分
が
や
る
計
り
で
な
く
、
生
徒
に
も
奨
励
し
て
や
ら
し
た
の

で
す
か
ら
、
今
日
な
ら
ば
直
に
免
職
と
云
ふ
所
で
す
け
れ
ど
、
当
時
は
時
勢
が
時
勢
で
あ
っ
て
、
殊
に
岩
村
権
令
自
身
が
、

聞
ゆ
る
自
由
民
権
論
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

明
治
十
年
六
月
草
間
は
上
京
し
、
六
月
九
日
お
よ
び
同
月
二
十
三
日
の
両
日
、
三
田
演
説
会
に
弁
士
と
し
て
登
壇
し
て
い
る

(

�)

。

上
京
の
目
的
が
、
三
田
演
説
会
に
出
席
の
た
め
の
み
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
福
沢
と
な
に
か
相
談
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
草
間
が
三
田
演
説
会
に
出
席
す
る
だ
け
の
た
め
に
上
京
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
私
は
、
草
間
が
二
回
目
の

任
期
切
れ
を
目
前
に
ひ
か
え
、
福
沢
と
後
継
者
の
相
談
を
す
る
た
め
に
上
京
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
考
に
ま
ち
た
い
。

さ
て
、
松
山
に
戻
っ
た
草
間
は
、
同
年
七
月
十
七
日
に
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
自
由
民
権
政
社
公
共
社
の
活
動
に
積
極
的
に
参

画
す
る
こ
と
に
な
る
。
公
共
社
は
、
土
佐
の
立
志
社
や
阿
波
の
自
助
社
の
活
動
に
大
き
な
刺
激
を
う
け
た
長
屋
忠
明
が
、
宮
本
積

徳
、
村
井
信
大
、
井
手
正
光
ら
の
同
志
を
集
め
て
設
立
し
た
も
の
だ
が

(

�)
、
草
間
も
た
だ
ち
に
こ
れ
に
加
わ
り
、
長
屋
と
と
も
に
陣

頭
に
立
っ
て
公
共
社
の
拡
大
発
展
に
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
草
間
が
起
草
し
た
と
い
わ
れ
る
。｢

公
共
社
趣
意
書｣
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は
、
同
社
設
立
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

余
輩
等
一
念
茲
に
至
る
毎
に
針
�乏
に
坐
す
る
が
如
く
、
未
だ
嘗
て
感
発
興
起
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
依
て
同
志
相
会
し

結
社
盟
約
し
、
互
い
に
交
際
を
親
睦
し
、
智
識
を
講
究
し
、
利
害
相
共
し
、
緩
急
相
救
、
以
て
人
民
の
権
利
を
鞏
固
に
し
て
、

其
義
務
を
励
し
、
断
乎
と
し
て
政
府
人
民
の
間
に
立
て
、
其
権
衡
の
偏
重
を
防
ぎ
、
同
胞
協
和
し
、
万
邦
懾
伏
し
、
永
く
我

大
日
本
国
の
光
輝
を
し
て
四
荒
八
表
に
煥
発
せ
し
め
ん
と
す
。
是
れ
余
輩
等
同
志
の
公
共
社
を
設
立
す
る
由
縁
也
。

こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
公
共
社
は
、
あ
く
ま
で
言
論
活
動
を
重
視
し
、
ま
も
な
く
同
社
の
言
論
活
動
を
支
え
る

『

海
南
新
聞』

を
入
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
の
ち
に
衆
議
院
議
員
と
な
る
山
本
盛
信
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

今
の
海
南
新
聞
の
前
身
を
、
愛
媛
新
聞
と
言
っ
て
居
り
ま
し
た
、
明
治
九
年
九
月
十
一
日
の
発
刊
だ
っ
た
の
で
す
が
、
同

十
一

(

十)

年
に
海
南
新
聞
と
改
題
し
ま
し
た
、
木
村
功

(

庸)

君
が
経
営
し
居
り
ま
し
た
の
を
、
松
山
藩
士
中
の
有
志
四
十
余
人
で
、
公

共
社
と
い
ふ
政
社
を
興
し
ま
し
て
、
此
の
公
共
社
が
海
南
新
聞
を
引
受
け
る
事
に
な
り
ま
し
た
、
其
時
に
草
間
先
生
は
、
松

山
中
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
が
、
間
接
に
編
輯
に
大
分
力
を
竭
さ
れ
、
遂
に
は
工
場
迄
出
て
来
て
手
伝
ふ
よ
う
な
塩
梅
で
し

た
。

明
治
十
一
年
に
入
る
と
、
立
志
社
を
中
心
に
愛
国
社
を
再
興
し
、
全
国
の
民
権
政
社
の
連
携
を
深
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
一
段

と
活
�
化
す
る
が
、
公
共
社
も
こ
れ
に
無
関
心
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
と
く
に
明
治
十
一
年
五
月
十
一
日
、
立
志
社
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の
植
木
枝
盛
と
栗
原
亮
一
が

｢

愛
国
社
再
興
趣
意
書｣

を
携
え
、
中
国
・
四
国
の
遊
説
隊
員
と
し
て
松
山
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
公

共
社
幹
部
の
長
尾
、
草
間
ら
だ
け
で
な
く
一
般
の
社
員
に
対
し
て
も
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
植
木
と
栗
原
の
松

山
滞
在
は
五
月
十
七
日
に
ま
で
及
ん
だ
が
、『

植
木
枝
盛
日
記』

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る

(

�)

。

○

十
一
日

松
山
に
到
り
魚
町
綿
屋
に
投
し
、
愛
香
社
に
往
き
西
川
通
徹
を
訪
ふ
。
午
後
五
時
道
後
に
之
き
鮒
屋
に
宿
す
。

夜
西
川
通
徹
来
る
。

○

十
二
日

草
間
時
福
、
西
川
通
徹
来
る
。
午
后
迄
談
話
す
。
夜
北
京
町
涼
風
亭
に
行
き
、
永

(

長)

尾
忠
明
と
会
し
飲
談
。

(

中
略)

○

十
五
日

午
后
永

(

長)

尾
忠
明
を
訪
ひ
。
夜
大
街
道
�
小
学
校
に
於
て
臨
時
演
説
会
を
開
き
余
輩
臨
席
。

○

十
六
日

午
后
公
園
内
博
覧
会
を
過
り
、
六
時
永

(

長)

尾
忠
明
の
宅
に
臨
み
、
公
共
社
員
十
余
名
と
会
飲
。
夜
一
時
道
後
に

還
り
魚
鮒
楼
に
登
り
妓
阿
雪
を
召
す
。

植
木
ら
の
来
訪
を
う
け
て
公
共
社
は
、
再
興
愛
国
社
に
加
盟
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
明
治
十
一
年
九
月
公
共
社
は
大
阪
で
開

催
さ
れ
た
愛
国
社
再
興
大
会
に
、
同
社
代
表
と
し
て
高
木
明
暉
、
内
藤
正
格
の
両
名
を
派
遣
し
た

(

�)

。
す
な
わ
ち
公
共
社
は
、
一
地

域
の
民
権
政
社
か
ら
全
国
運
動
の
一
翼
を
に
な
う
民
権
政
社
へ
と
大
き
く
脱
皮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

愛
国
社
再
興
大
会
に
は
、
松
山
公
共
社
を
は
じ
め
、
土
佐
立
志
社
、
宿
毛
合
立
社
、
鳥
取
共
立
社
、
福
岡
成
美
社
な
ど
政
社
の

代
表
者
が
多
数
出
席
し
、｢

愛
国
社
再
興
合
議
書｣

全
十
二
条
を
定
め
、
成
功
裏
に
終
了
す
る
が
、
そ
れ
か
ら
三
か
月
後
の
十
一

年
十
二
月
、
植
木
枝
盛
は
再
び
松
山
を
訪
れ
、
草
間
ら
に
面
会
し
て
い
る
。『
植
木
枝
盛
日
記』

は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

(

�)

。

86



○

二
十
五
日

松
山
に
往
き

(

大
江
直
と
伴
た
り)

途
中
に
て
永

(

長)

尾
忠
明
に
会
し

(

永

(

長)

尾
氏
此
日
風
早
郡
長
に
任
じ
今
日

其
地
に
赴
く
所)

海
南
新
聞
社
に
て
高
木
明
暉
に
会
し
、
中
学
校
に
於
て
草
間
時
福
に
会
し
、
岩
村
高
俊
を
其
宅
に
訪
ひ
、

夕
道
後
に
抵
り
、
鮒
屋
に
宿
す
。
温
泉
に
浴
す
。

○

二
十
六
日

温
泉
に
浴
す
。
昨
日
よ
り
風
気
あ
り
。
十
二
時
道
後
を
発
し
、
松
山
に
行
き
草
間
時
福
を
問

(

訪)

ふ
。
談
久
焉
。

四
時
三
津
に
回
る
。
寒
気
最
甚
し
。
少
し
く
雪
ふ
る
。
日
中
終
夜
大
風
来
ら
ず
。

こ
う
し
て
愛
媛
県
の
自
由
民
権
運
動
は
、
土
佐
の
立
志
社
や
徳
島
の
自
助
社
に
か
な
り
遅
れ
を
と
っ
た
も
の
の
、
公
共
社
の
出

現
に
よ
り
大
き
く
変
貌
し
た
。
幹
部
、
社
員
た
ち
が
精
力
的
に
演
説
会
を
開
催
し
た
り
、
機
関
紙

『

海
南
新
聞』

の
読
者
拡
大
を

図
っ
た
結
果
、
自
由
民
権
思
想
は
、
ま
た
た
く
間
に
県
下
に
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
正
岡
子
規
が

｢

東
海
紀
行｣

の
な
か
で
、

｢

草
間
先
生
ノ
此
校
ニ
来
リ
演
説
ヲ
ナ
ス
ヤ
伊
予
全
国
之
ガ
為
ニ
始
メ
テ
演
説
ノ
有
益
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ナ
リ
。
故
ニ
伊
予

全
国
ノ
人
民
ハ
常
ニ
眼
ヲ
中
学
校
ノ
演
説
会
ニ
注
ケ
リ
。
是
レ
其
本
源
ナ
レ
バ
ナ
リ

(

�)｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
草
間
の
演
説
は
、

卓
越
し
た
も
の
が
あ
り
、
注
目
の
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
子
規
の
友
人
で
も
あ
っ
た
三
並
良
は
、
当
時
の
松
山
中
学
校
生
徒

た
ち
の
政
治
や
演
説
に
対
す
る
熱
狂
ぶ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る

(

�)

。

子
規
や
私
の
中
学
時
代
は
県
会
が
開
設
さ
れ
て
か
ら
、
間
も
な
い
時
だ
っ
た
。
そ
の
上
、
そ
の
頃
は
県
令
岩
村
も
、
中
学
校

長
草
間
も
自
由
民
権
の
宣
伝
者
で
、
岩
村
も
、
草
間
も
街
頭
に
立
っ
て
、
政
談
演
説
を
盛
ん
に
や
っ
た
。
…
…
こ
ん
な
関
係

で
松
山
は
新
思
想
に
よ
る
政
治
熱
に
浮
さ
れ
て
居
た
。
我
々
少
年
も
亦
大
人
に
真
似
た
か
、
中
学
の
課
業
を
休
ん
で
は
、
県
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会
の
傍
聴
に
行
っ
た
り
、
演
説
会
に
も
出
か
け
た
。

し
か
し
、
草
間
の
松
山
で
の
生
活
も
四
年
の
長
期
に
及
び
、
明
治
十
二
年
七
月
二
十
二
日
を
も
っ
て
三
回
目
の
契
約
更
新
も
任

期
切
れ
と
な
る
こ
と
か
ら
、
草
間
は
こ
の
機
会
に
松
山
中
学
校
校
長
を
辞
し
東
京
に
戻
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
草
間
は
七
月
二
十

四
日
、
多
く
の
市
民
に
惜
し
ま
れ
つ
つ
松
山
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
永
江
為
政

｢

遊
学
日
記｣

は
、
草
間
を
見
送
る

人
々
の
様
子
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

(

�)

。

早
朝
草
間
先
生
を
送
る
人
力
車
二
百
余
輌
、
列
を
作
っ
て
松
山
を
発
し
、
三
津
ケ
浜
窪
田
に
到
り
休
憩
す
。
岩
村
権
令
を
始

め
窪
田
の
新
座
敷
に
て
陣
取
ら
れ
て
、
別
盃
を
交
換
せ
ら
る
。
三
津
ケ
浜
に
は
、
見
送
り
の
人
を
以
て
黒
山
を
築
け
り
。

五

民
権
家
と
し
て

松
山
を
出
発
し
た
後
、
し
ば
ら
く
京
都
に
滞
在
し
た
草
間
は
、
明
治
十
二
年
九
月
十
一
日
東
京
に
戻
り

(

�)

、
交
詢
社
創
設
準
備
の

事
務
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
。
交
詢
社
加
入
の
勧
誘
状
の
宛
名
書
き
を
し
た
り
、
時
に
よ
っ
て
は
加
藤
幸
三
郎
宛
十
一
月
六
日

付
書
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
福
沢
の
代
理
人
と
し
て
勧
誘
状
を
発
送
し
た
り

(

�)

、
さ
ら
に
は
福
沢
が
勧
誘
す
べ
き
人
物
と
し
て
直
接

推
薦
し
て
く
る
の
に
対
処
す
る
な
ど
、
草
間
の
役
割
は
手
伝
い
と
は
い
え
、
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
次
の

福
沢
書
簡
は
交
詢
社
員
勧
誘
に
あ
た
っ
て
い
る
草
間
に
対
し
、
長
沼
村
小
川
武
平
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
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此
人
ハ
下
総
国
下
埴
生
郡
長
沼
村
小
川
武
平
ト
申
、
老
生
多
年
知
る
者
な
り
。
此
度
地
方
之
有
志
を
募
り
、
先
ツ
三
、
五
名

交
詢
社
加
入
之
申
参
候
ニ
付
、
兎
ニ
角
ニ
一
度
御
目
ニ
掛
リ
置
度
と
の
事
ニ
付
、
御
逢
被
下
度
候
。
要
用
而
巳
申
上
度
、
早
々

頓
首
。

十
一
月
十
六
日

福

沢

草

間

様

ま
た
、
草
間
は
こ
の
よ
う
な
交
詢
社
創
設
事
務
を
手
伝
う
一
方
で
、
三
田
演
説
会
に
も
参
加
、
明
治
十
二
年
九
月
二
十
七
日
に

｢

東
洋
連
衡
論｣

、
十
月
十
一
日
に

｢

地
方
士
族
未
来
記｣

、
十
月
二
十
五
日
に

｢

往
来
通
信
論｣

、
十
一
月
二
十
二
日
に

｢

封
建
史

ノ
説｣

と
題
す
る
演
説
を
そ
れ
ぞ
れ
お
こ
な
っ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
十
二
月
七
日
に
は

『

朝
野
新
聞』

論
説
欄
に

｢

学
士
会
院
諸
君
に

告
グ｣

と
題
す
る
論
文
、
十
二
月
二
十
四
日
に
は『

嚶
鳴
雑
誌』

に｢

活
動
社
会｣

と
題
す
る
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
稿
す
る
な
ど
、

か
れ
の
言
論
活
動
に
対
す
る
意
欲
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

明
治
十
三
年
一
月
、
草
間
は
朝
野
新
聞
社
に
入
社
し
た
。
同
新
聞
社
は
か
れ
の
筆
禍
事
件
以
来
、
因
縁
の
深
い
新
聞
社
だ
が
、

他
の
新
聞
社
に
も
草
間
に
触
手
を
の
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
城
泉
太
郎
の

｢

日
記｣

明
治
十
二
年
の
項
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

(

�)

。

此
年

(

明
治
十
二
年
…
筆
者
註)

北
越
新
聞
発
刊
ノ
計
画
ア
リ
、
太
刀
川
文
吉
、
大
橋
佐
平
等
ヨ
リ
�
々
相
談
ヲ
受
ク
、
草

間
時
福
氏
ヲ
雇
フ
コ
ト
ニ
決
ス
、
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『

北
越
新
聞』

は
、
の
ち
に
草
間
が
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
新
聞
社
で
あ
る
。
ま
た
、｢

太
刀
川
文
吉｣

、｢

大
橋
佐
平｣

は
と
も

に
長
岡
出
身
の
出
版
人
で
あ
る
。
右
の
資
料
か
ら
は
城
泉
太
郎
が
相
談
を
受
け
て
い
た
だ
け
な
の
か
、
具
体
的
な
話
が
草
間
に
ま

で
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
草
間
は
、
こ
の
時
点
で

『

朝
野
新
聞』

以
外
の
新
聞
社
か
ら
も
期
待

さ
れ
た
人
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。『

朝
野
新
聞』

は
草
間
の
入
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

(

�)

。

昨
年
以
来
頻
リ
ニ
社
員
ヲ
増
加
シ
浅
野
々
田
青
木
ノ
諸
子
ヲ
聘
召
シ
旧
社
員
ト
與
ニ
編
輯
ヲ
分
担
セ
シ
メ
、
今
年
ニ
至
ツ
テ

草
間
時
福
氏
ノ
入
社
ア
リ
。
論
説
雑
録
雑
報
翻
訳
尽
ク
其
課
ヲ
立
テ
又
課
中
ニ
就
テ
之
ガ
掛
リ
ヲ
置
ケ
リ
。

文
中
、｢

浅
野｣

と
あ
る
の
は
浅
野
乾
、｢

々
田｣

と
あ
る
の
は
不
明
だ
が
、｢

青
木｣

と
あ
る
の
は
青
木
匡
を
さ
し
て
い
る
。

こ
の
頃
の『

朝
野
新
聞』

の
署
名
入
り
論
説
の
担
当
者
は
、
末
広
重
恭
、
高
橋
基
一
、
浅
野
乾
、
青
木
匡
、
高
井
俊
な
ど
で
あ
り
、

こ
れ
れ
ら
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
に
草
間
も
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
草
間
が
朝
野
新
聞
社
に
入
社
し
た
明
治
十
三
年
一
月

以
降
、
同
新
聞
社
を
退
社
し
新
潟
県
長
岡
で
創
刊
の

『

北
越
新
聞』

総
理
と
な
る
明
治
十
四
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
か
れ
が
寄
稿

し
た
署
名
入
り
の
論
説
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
一
月
八
日

『

朝
野
新
聞』

独
我
自
立
論
第
一

明
治
十
三
年
一
月
十
三
日

『

嚶
鳴
雑
誌』

活
動
社
会

(
前
号
ノ
続)

明
治
十
三
年
一
月
十
四
日

『

朝
野
新
聞』

今
ノ
政
体
ハ
今
ノ
人
智
ニ
適
ス
ル
カ

明
治
十
三
年
一
月
二
十
日

『

朝
野
新
聞』

独
我
自
立
論
第
二
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明
治
十
三
年
一
月
二
十
二
日

『

朝
野
新
聞』

支
那
ノ
国
勢
ヲ
論
ズ

明
治
十
三
年
二
月
六
日

『

朝
野
新
聞』

政
府
新
タ
ニ
名
東
県
ヲ
置
カ
ン
ト
ス

明
治
十
三
年
二
月
十
七
日

『

朝
野
新
聞』

支
那
語
学
ノ
要
用
ナ
ル
ヲ
論
ズ

明
治
十
三
年
二
月
二
十
二
日

『

朝
野
新
聞』

国
憲
三
綱
論

明
治
十
三
年
三
月
六
日

『

朝
野
新
聞』

外
交
政
略
ノ
方
向

明
治
十
三
年
四
月
十
三
日

『

朝
野
新
聞』

内
閣
分
離
論

明
治
十
三
年
四
月
二
十
二
日

『

朝
野
新
聞』

告
御
巡
幸
地
方
之
人
民

明
治
十
三
年
五
月
八
日

『

朝
野
新
聞』

権
利
ノ
思
想

明
治
十
三
年
五
月
十
四
日

『
朝
野
新
聞』

日
本
人
民
ハ
乞
願
ノ
権
利
ヲ
有
セ
ザ
ル
カ

明
治
十
三
年
五
月
十
五
日

『
朝
野
新
聞』

日
本
人
民
ハ
乞
願
ノ
権
利
ヲ
有
セ
ザ
ル
カ

(

昨
日
ノ
続)

明
治
十
三
年
五
月
十
九
日

『

朝
野
新
聞』

発
論
ノ
自
由

明
治
十
三
年
五
月
二
十
七
日

『

朝
野
新
聞』

府
県
会
議
員
諸
君
ニ
告
グ

明
治
十
三
年
六
月
二
日

『

朝
野
新
聞』
財
産
ノ
堅
固

明
治
十
三
年
六
月
十
日

『

朝
野
新
聞』

主
義
ノ
勢
力
ハ
未
ダ
土
地
ノ
勢
力
ニ
及
バ
ザ
ル
カ

明
治
十
三
年
七
月
十
四
日

『

朝
野
新
聞』

人
ヲ
省
ク
ハ
事
ヲ
省
ク
ニ
如
カ
ズ

明
治
十
三
年
八
月
一
日

『

朝
野
新
聞』

政
治
神
経
ノ
説

明
治
十
三
年
八
月
十
六
日

『

嚶
鳴
雑
誌』

何
ニ
依
テ
人
民
ハ
政
府
ニ
服
従
ス
ル
カ

明
治
十
三
年
九
月
八
日

『

朝
野
新
聞』

国
会
ハ
宜
ク
尚
早
キ
ニ
開
ク
ベ
シ
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明
治
十
三
年
九
月
九
日

『

朝
野
新
聞』

国
会
ハ
宜
ク
尚
早
キ
ニ
開
ク
ベ
シ

(

前
号
ノ
続)

明
治
十
三
年
九
月
二
十
七
日

『

嚶
鳴
雑
誌』

何
ニ
依
テ
人
民
ハ
政
府
ニ
服
従
ス
ル
カ

(

第
二
稿)

明
治
十
三
年
十
月
二
日

『

朝
野
新
聞』

改
革
ノ
説

明
治
十
三
年
十
月
七
日

『

朝
野
新
聞』

改
革
ノ
説

(

去
四
日
ノ
続)

明
治
十
三
年
十
一
月
十
三
日

『

朝
野
新
聞』

政
治
上
最
大
勢
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
何
カ

明
治
十
三
年
十
一
月
十
四
日

『

朝
野
新
聞』

政
治
上
最
大
勢
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
何
カ

(

前
号
号
ノ
続)

明
治
十
三
年
十
二
月
五
日

『

朝
野
新
聞』

愛
蘭
土
ノ
独
立

明
治
十
三
年
十
二
月
七
日

『

朝
野
新
聞』

愛
蘭
土
ノ
独
立

(

一
昨
五
日
ノ
続)

明
治
十
四
年
一
月
二
十
一
日

『
朝
野
新
聞』

幸
福
ノ
説

明
治
十
四
年
一
月
二
十
二
日

『
朝
野
新
聞』

幸
福
ノ
説

(

昨
日
ノ
続)

明
治
十
四
年
二
月
二
日

『

朝
野
新
聞』

京
都
府
下
有
志
諸
君
ニ
告
グ

明
治
十
四
年
二
月
十
七
日

『

朝
野
新
聞』

人
民
ノ
時
代

右
の
一
覧
を
み
る
と
、『

嚶
鳴
雑
誌』

に
寄
稿
し
た
論
説
が
数
編
あ
る
が
、
他
紙
に
寄
稿
す
る
こ
と
は
、
こ
の
当
時
に
お
い
て

は
、
別
段
咎
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
草
間
の
み
な
ら
ず
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
や
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
い

う
ま
で
も
な
く

『

嚶
鳴
雑
誌』

は
、
元
老
院
大
書
記
官
の
沼
間
守
一
が
辞
官
後
設
立
し
た
嚶
鳴
社
の
機
関
誌

(

明
治
十
二
年
十
月

創
刊)

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
都
市
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
民
権
家
た
ち
が
寄
稿
し
て
お
り
、
国
友
会
の
馬
場
辰
猪
を
は

じ
め
、
朝
野
新
聞
社
で
同
僚
の
高
橋
基
一
、
浅
野
乾
、
青
木
匡
な
ど
も
そ
の
常
連
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
明
治
十
三
年
一
月
以
降
、
草
間
の
活
動
拠
点
が
そ
れ
ま
で
の
慶
應
義
塾
か
ら
離
れ
、
福
沢
と
の
関
係
も
こ
の

頃
か
ら
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
前
坊
洋
が

｢

三
田
演
説
会
で
演
説
を
し
て
い
た
頃
、
草
間
は
交
詢
社
の
設
立

準
備
に
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
そ
の
発
会
と
と
も
に
社
員
の
列
に
も
加
わ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
草
間
が

福
沢
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
二
〇
四
八
号
書
簡
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る

(

�)｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
福
沢
と
草
間
の
距
離
は

確
か
に
遠
く
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に

｢

二
〇
四
八
号
書
簡｣

(

現
在
は
五
二
五
号
書
簡)

と
い
う
の
は
、
明
治
十
三

年
十
月
二
日
付
の
村
井
保
固
宛
福
沢
書
簡
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
文
末
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る

(

�)

。

過
日
草
間
へ
の
御
手
紙
ハ
届
申
候
。
同
人
ハ
此
節
朝
野
新
聞
社
ニ
入
リ
勉
強
い
た
し
候
由
、
数
月
来
絶
テ
面
会
も
不
致
、
如

何
い
た
し
居
候
哉
、
音
信
無
之
候
。

草
間
が
な
ぜ
福
沢
と
の
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
草
間
が
明
治
十
三
年
九
月
十
一
日
に
交
詢
社
を
退
社
し
て
い
る

(

�)

こ

と
を
考
え
る
と
国
会
開
設
運
動
に
対
す
る
福
沢
の
消
極
的
姿
勢
に
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
一
因
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鎌

田
栄
吉
は
次
の
よ
う
な
談
話
を
残
し
て
い
る

(

�)

。

…
…
そ
れ
で
福
沢
先
生
は
も
う
慶
應
義
塾
を
止
め
て
し
ま
ふ
と
い
ひ
出
し
た
。
…
…
け
れ
ど
も
皆
が
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
、
一
番
多
い
人
は
五
六
百
円
出
し
、
吾
々
は
少
し
も
銭
が
無
く
て
困
る
の
で
す
け
れ
ど
も
三
百
円
出
し
ま

し
た
。
そ
れ
で
何
で
も
四
万
二
千
円
ば
か
り
集
ま
っ
た
。
こ
れ
が
慶
應
義
塾
で
な
け
れ
ば
そ
ん
な
金
は
集
ま
ら
ぬ
で
す
ね
。

そ
れ
で
ク
サ
マ
ト
キ
ユ
キ

(

ヨ
シ)

(

漢
字
不
明

(

草
間
時
福)

)

と
い
ふ
人
が
あ
っ
て
横
浜
で
京
浜
日
報
と
い
ふ
新
聞
を
出
し
て
居
て
、
大
分
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沼
晋
一

(

沼
間
守
一)

の
弟
子
か
何
か
に
な
っ
て
慶
應
義
塾
を
悪
く
い
ひ
出
し
た
。
慶
應
義
塾
で
は
譜
代
、
外
様
相
集
ま
っ
て
協
議
し
て
流

石
に
四
万
円
と
か
の
金
が
集
ま
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
新
聞
に
書
い
た
。
そ
の
時
に
理
事
委
員
会
と
い
ふ
も
の
を
拵
へ

た
。
…
…

い
う
ま
で
も
な
く｢

ク
サ
マ
ト
キ
ユ
キ(

漢
字
不
明)｣

は｢

ク
サ
マ
ト
キ
ヨ
シ(

草
間
時
福)｣

、｢

沼
晋
一｣

は｢

沼
間
守
一｣

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
十
三
年
九
月
の
福
沢
の
廃
塾
宣
言
を
う
け
て
慶
應
義
塾
は
同
年
十
月
二
十
五
日
、
慶
應
義
塾
維
持
法
案

を
定
め
維
持
資
金
の
公
募
に
乗
り
だ
し
、
翌
十
四
年
一
月
二
十
三
日
に
は
慶
應
義
塾
仮
憲
法
を
定
め
、
経
営
の
中
核
を
担
う
理
事

委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
鎌
田
談
話
は
、
こ
の
間
の
草
間
の
言
動
が
慶
應
義
塾
に
対
し
、
き
わ
め
て
批
判
的
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
鎌
田
談
話
が
真
実
を
伝
え
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
草
間
と
福
沢
の
離
間
は
、

単
に
政
治
思
想
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
よ
り
奥
深
い
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
草
間
の
朝
野
新
聞
社
時
代
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
出
来
事
は
、
草
間
自
身
の
国
会
期
成
同
盟
へ
の
加
入
と
そ
れ
に

引
き
続
く
自
由
党
準
備
会
へ
の
積
極
的
な
参
画
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
十
一
月
十
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
東
京
に
お
い
て
国
会
期
成
同
盟
第
二
回
大
会
が
開
催
さ
れ
、
草
間
は
嚶
鳴
社

員
と
し
て
沼
間
守
一
と
と
も
に
こ
の
大
会
に
出
席
し
た
。
草
間
が
嚶
鳴
社
員
に
な
っ
た
時
期
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く

『

嚶
鳴
雑
誌』

が
創
刊
さ
れ
た
明
治
十
二
年
十
月
前
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
嚶
鳴
社
は
、｢

の
ち
の
自
由
・
改
進
の

二
派｣

を
包
括
す
る

｢

幅
広
い
自
由
主
義
の
団
体

(

�)｣

だ
っ
た
が
、
沼
間
や
草
間
は
、
嚶
鳴
社
の
な
か
で
も
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場

に
あ
り
、
か
れ
ら
の
指
導
の
も
と
に
嚶
鳴
社
の
多
く
の
人
々
は
、
国
会
期
成
同
盟
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国

会
期
成
同
盟
第
二
回
大
会
は
植
木
枝
盛
を
中
心
と
す
る
愛
国
社
グ
ル
ー
プ
が
提
出
し
た
政
党

(

自
由
党)

結
成
案
を
め
ぐ
っ
て
激
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し
い
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
大
会
だ
っ
た
が
、
反
対
者
も
多
く
、
国
会
期
成
同
盟
全
体
を
一
気
に
政
党
に
改
組
し
よ
う
と
す
る
試

み
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

し
か
し
、
政
党
結
成
を
推
進
す
る
愛
国
社
グ
ル
ー
プ
に
加
え
て
、
こ
れ
に
同
調
す
る
人
々
は
、
大
会
終
了
後
の
十
二
月
十
二
日

お
よ
び
十
五
日
の
両
日
、
築
地
寿
美
屋
に
集
ま
り
、
相
談
会
を
開
い
た
。
両
日
の
出
席
者
は
、
河
野
広
中
、
山
際
七
司
、
中
江
篤

介
、
内
藤
魯
一
、
山
田
平
左
衛
門
、
森
脇
直
樹
、
島
地
正
存
、
植
木
枝
盛
、
井
手
正
光
な
ど
で
、
嚶
鳴
社
の
草
間
時
福
、
沼
間
守

一
、
吉
田
次
郎
も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
会
議
で
は
、｢

自
由
党
結
成
盟
約｣

と

｢

自
由
党
申
合
規
則｣

が
定
め
ら
れ
、
翌
十
四
年

の
九
月
十
日
に｢

第
一
期
の
議
事｣

を
開
く
こ
と
、
事
務
所
は
仮
に
東
京
横
浜
新
聞
社
に
置
き
、
事
務
員
は
沼
間
、
草
間
、
吉
田
、

野
村
本
之
助
と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
定
さ
れ
、
自
由
党
の
正
式
結
党
へ
向
け
て
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
沼
間
、
草
間
ら
嚶
鳴
社
員
は
自
由
党
の
創
立
準
備
の
中
核
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
状
況
を
み
る
と

設
立
準
備
作
業
は
、
必
ず
し
も
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
。
要
因
と
し
て
は
、
自
由
党
機
関
紙
と
し
て
沼
間
が
社
長
を
つ
と
め
る

『

東
京
横
浜
毎
日
新
聞』

を
採
用
せ
ず
、
党
独
自
の
機
関
紙
発
行
の
構
想
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
沼
間
が
準
備
作
業
か
ら
手
を
引

い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い
真
相
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

明
治
十
四
年
三
月
、
草
間
は
朝
野
新
聞
社
を
辞
め
、
の
ち
の
博
文
館
の
創
業
者
大
橋
佐
平
が
創
刊
し
た

『

北
越
新
聞』

の
総
理

と
な
り
、
新
潟
県
長
岡
へ
赴
任
し
た

(

�)

。『

北
越
新
聞』

に
す
れ
ば
、
明
治
十
二
年
以
来
の
意
中
の
人
物
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
自
由
党
設
立
準
備
の
仕
事
は
、
草
間
の
長
岡
赴
任
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
一
層
停
滞
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に

嚶
鳴
社
の
存
在
感
が
以
後
急
速
に
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

長
岡
滞
在
中
の
草
間
は
、『

北
越
新
聞』

の
紙
面
作
り
に
奔
走
す
る
一
方
、
長
岡
に
お
け
る
自
由
民
権
思
想
の
普
及
に
全
力
を

注
い
だ
。
と
り
わ
け
同
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
空
前
の
聴
衆
を
集
め
た
新
潟
県
下
巡
回
演
説
会
で
は
、
東
京
か
ら
招
か
れ
た
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佐
伯
剛
平
、
馬
場
辰
猪
ら
と
と
も
に
、
連
日
登
壇
す
る
活
躍
を
し
て
い
る
。
草
間
の
演
説
の
演
題
は
次
の
通
り
で
あ
る

(

�)

。

八
月
二
十
七
日

於
北
魚
沼
郡
正
園
寺

｢

関
西
貿
易
会
社
ノ
専
売
ヲ
論
ズ｣

八
月
二
十
八
日

於
北
魚
沼
郡
成
就
院

｢

懶
惰
を
以
て
保
護
す
る
の
関
門
将
に
破
れ
ん
と
す｣

九
月
二
日

於
見
附
町
智
徳
院

｢

彼
可
取
而
代
也｣

九
月
四
日

於
三
条
一
ノ
木
戸
校

｢

人
民
政
治
ノ
説｣

九
月
五
日

於
新
津
町
菓
城
寺

｢

代
議
人
ト
租
税
ノ
関
係｣

九
月
七
日

於
水
原
町
長
楽
寺

｢

国
ノ
至
貴｣

九
月
八
日

於
新
発
田
町
長
徳
寺

｢

国
会
ハ
智
識
ニ
生
セ
ス｣

九
月
九
日
午
前

於
同
前

｢

政
治
上
ノ
秘
密｣

九
月
九
日
夜

於
村
上
町

｢

社
会
ノ
弊
害｣

九
月
十
日

於
村
上
町

｢

内
閣
責
任
論｣

九
月
十
一
日

於
中
条
町

｢
政
治
家
ノ
通
弊｣

九
月
十
三
日

於
新
潟
町
古
町
湊
座

｢

独
裁
政
治｣

九
月
十
四
日

於
新
潟
町
古
町
湊
座

｢

東
洋
再
ヒ
魯
国
ヲ
生
ズ
ル
勿
レ｣

九
月
十
五
日

於
巻
村
妙
光
寺

｢

政
府
ノ
基
礎｣

九
月
十
九
日

於
柏
崎
町
西
福
寺

｢

実
際
ハ
愚
ヲ
弊
フ
ノ
口
実
乎｣

九
月
二
十
日

於
柿
崎
善
導
寺

｢

琉
球
所

(

処)

分
論｣
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九
月
二
十
六
日

於
高
田
田
端
町
大
漁
座

｢

責
任
論｣

九
月
二
十
七
日

於
高
田
田
端
町
大
漁
座

｢

政
府
ノ
精
神｣

し
か
し
、『

北
越
新
聞』

は
十
四
年
十
月
に
廃
刊
と
な
り
、
草
間
は
東
京
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
草
間
の
長
岡
滞
在
は
、
わ

ず
か
半
年
余
り
で
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
草
間
が
東
京
を
留
守
に
し
て
い
た
間
に
、
国
会
期
成
同
盟
の
内
情
は
、
大
き
く
変
貌
し
て
い
た
。
こ
の
間
、
沼
間
ら

嚶
鳴
社
の
人
々
は
、
林
包
明
ら
土
佐
派
か
ら
激
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
、
き
わ
め
て
苦
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
例
え
ば
土
佐
派
の
民
権
家
で
国
会
期
成
同
盟
常
務
委
員
の
林
包
明
は
、｢

国
会
期
成
同
盟
本
部
報｣

明
治
十
四
年
七
月
二

日
付
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
し
て
い
た

(

�)

。

国
会
開
設
ノ
事
ノ
如
キ
、
古
来
軽
薄
ノ
誹
リ
ヲ
免
レ
サ
ル
都
人
士
ト
雖
ト
モ
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
大
ニ
此
ニ
注
目
シ
、
已
に
二

三
有
名
ナ
ル
某
等
ノ
如
キ
ハ
、
今
ノ
農
商
△
○
某
ヲ
推
シ
テ
党
首
ト
シ
、
国
会
開
設
ノ
日
ニ
於
テ
、
其
政
党
ヲ
組
織
ス
ル
ノ

予
備
ト
シ
、
其
新
聞
ヲ
以
テ
其
党
ノ
機
械
ト
シ
、
併
セ
テ
大
ニ
其
党
集

(

マ
マ)

ヲ
募
集
セ
ン
ガ
為
メ
府
会
終
日
ノ
後
直
ニ
内
国
ニ
漫

遊
セ
ン
ト
ス

右
の
文
中

｢

某
等｣

と
あ
る
の
は
沼
間
ら
を
指
し
、｢

農
商
△
○
某｣
と
あ
る
の
は
農
商
務
�
河
野
敏
鎌
を
指
し
て
い
る
。
ま

た｢

其
新
聞｣

と
あ
る
の
は『

東
京
横
浜
毎
日
新
聞』

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に｢

府
会
終
日
ノ
後
直
ニ
内
国
ニ
漫
遊
セ
ン
ト
ス｣

は
、
東
京
府
会
議
員
で
あ
っ
た
沼
間
が
府
会
修
了
後
、
各
地
を
漫
遊
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
沼
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間
な
ど
嚶
鳴
社
系
都
市
民
権
派
の
人
々
は
、
農
商
務
�
河
野
敏
鎌
を
党
首
に
む
か
え
、『

東
京
横
浜
毎
日
新
聞』

を
そ
の
機
関
紙

と
し
て
新
た
な
る
政
党
結
成
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

政
党
結
成
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
嚶
鳴
社
系
都
市
民
権
派
と
立
志
社
系
地
方
民
権
派
の
対
立
・
抗
争
は
、
日
を
追
っ

て
激
し
く
な
り
、
林
包
明
ら
地
方
民
権
派
は
、
つ
い
に
十
月
十
八
日
、
圧
倒
的
に
優
勢
な
勢
力
を
背
景
に
、
自
由
党
結
党
大
会

(

十
月
十
八
日
―
二
十
九
日)

の
開
催
に
踏
み
切
っ
た
。
同
大
会
に
出
席
し
た
の
は
、
国
会
期
成
同
盟
系
地
方
民
権
派
の
人
々
、

そ
れ
に
馬
場
辰
猪
、
末
広
重
恭
ら
国
友
会
系
に
代
表
さ
れ
る
都
市
民
権
派
の
一
部
の
人
々
で
あ
り
、
沼
間
守
一
、
草
間
時
福
ら
嚶

鳴
社
系
都
市
民
権
派
の
人
々
は
、
い
ず
れ
も
不
参
加
で
あ
っ
た
。

明
治
十
四
年
十
一
月
、
草
間
は
、
沼
間
が
経
営
す
る
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
に
入
社
し
、
翌
十
五
年
二
月
二
十
七
日
に
は
、
東
京

府
会
議
員
選
挙
に
麹
町
区
か
ら
立
候
補
、
当
選
し
た

(

�)

。
す
で
に
東
京
府
会
議
員
と
し
て
活
躍
し
て
た
沼
間
も
神
田
区
か
ら
立
候
補
、

再
選
さ
れ
た
。『

朝
野
新
聞』

は
、
こ
の
選
挙
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

(

�)

。

去
廿
七
日
府
下
十
五
区
六
郡
と
も
第
三
期
府
会
議
員
の
改
選
あ
り
。
其
当
選
に
な
り
し
人
々
は
、
○
麹
町
区
前
島
密
、
大
塚

剛
介
、
草
間
時
福
、
井
伊
直
憲
、
水
野
忠
幹
、
○
神
田
区
河
野
敏
鎌
、
沼
間
守
一
、
○
日
本
橋
区
…
…

明
治
十
五
年
四
月
十
六
日
、
大
隈
重
信
が
率
い
る
立
憲
改
進
党
の
結
党
式
が
東
京
明
治
会
堂
で
行
わ
れ
た
。
沼
間
ら
嚶
鳴
社
員

の
多
く
が
同
党
に
入
党
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
草
間
は
筋
を
通
し
て
こ
れ
に
同
調
せ
ず
入
党
し
な
か
っ
た
。
沼
間
ら
が
な
ぜ
立

憲
改
進
党
に
入
党
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
伊
藤
痴
遊
は
、
次
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
る

(

�)

。
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沼
間
の
立
場
は
、
頗
る
苦
し
か
っ
た
。
従
来
の
因
縁
か
ら
す
れ
ば
、
板
垣
に
附
く
べ
き
で
あ
る
が
、
感
情
に
於
て
、
馬
場
辰

猪
と
相
容
れ
ず
、
河
野
敏
鎌
を
通
し
て
、
大
隈
に
接
近
し
て
居
た
か
ら
、
改
進
党
の
方
へ
、
終
に
走
し
っ
て
し
ま
っ
た
。
殊

に
、
沼
間
の
考
は
、
大
隈
の
背
後
に
、
福
沢
諭
吉
が
居
る
の
だ
、
改
進
党
へ
は
、
慶
應
出
身
の
英
才
、
傑
物
が
行
く
も
の
と

見
た
。
党
の
地
盤
も
、
都
市
を
中
心
に
す
る
外
な
し
、
と
考
へ
た
か
ら
、
大
隈
へ
も
、
そ
の
点
に
就
て
、
大
に
注
意
を
與
へ

そ
れ
が
容
れ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
板
垣
を
離
れ
、
大
隈
の
味
方
と
な
り
、
自
由
党
な
る
べ
き
行
掛
り
を
一
擲
し
、
改
進
党
の

創
立
に
、
努
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
沼
間
は
、
自
由
党
創
立
準
備
委
員
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
由
党
に
は
入
党
せ
ず
、
立
憲
改
進
党
に
入
党
し
た
。

そ
の
行
動
は
、
ま
さ
に

｢

自
由
党
な
る
べ
き
行
掛
り｣

を

｢

一
擲｣

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

沼
間
と
同
一
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
草
間
の
場
合
、
ほ
ぼ
同
じ
頃

(

四
月)

、
大
阪
の
立
憲
政
党
に
入
党
し
た

(

�)

。
立
憲
政
党
は
、

近
畿
自
由
党
を
前
身
と
す
る
自
由
主
義
政
党
で
、
明
治
十
四
年
十
一
月
に
発
足
し
た
。
草
間
は
、
の
ち
に『

新
旧
時
代』

誌
上
で
、

自
ら
の
立
憲
政
党
入
党
の
経
緯
や
同
党
機
関
紙

『
日
本
立
憲
政
党
新
聞』

の
誕
生
秘
話
を
披
露
し
て
い
る

(

�)

。

大
阪
立
憲
政
党
は
自
由
党
の
別
働
隊
の
如
く
あ
っ
て
自
由
党
副
総
理
中
島
信
行
を
総
理
と
し
大
阪
の
重
な
る
代
言
人
を
中
心

と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
島
信
行
よ
り
来
い
と
い
ふ
の
で
大
阪
へ
行
っ
た
の
が
、
明
治
十
五
年
の
夏

(

四
月)

で
あ
っ

た
。
そ
の
創
立
当
初
の
こ
と
は
詳
し
く
知
ら
ぬ
が
、
自
由
民
権
を
唱
導
し
て
大
阪
の
自
由
党
員
ら
が
関
西
各
地
を
遊
説
し
て

ゐ
る
う
ち
、
大
和
の
土
豪
土
倉
庄
三
郎
を
見
出
し
土
倉
氏
よ
り
三
万
円
か
五
万
円
か
の
金
が
拠
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
聞

い
て
い
る
。
そ
の
金
で

『

大
阪
日
報』

を
買
収
し
て

『

日
本
立
憲
政
党
新
聞』

と
名
づ
け
之
を
機
関
紙
と
し
た
。
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こ
れ
に
よ
り
、
自
由
党
の
別
働
隊
と
も
い
わ
れ
る
立
憲
政
党
は
、
総
理
に
自
由
党
副
総
理
の
中
島
信
行
を
迎
え
、
大
阪
の
代
言

人
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
草
間
が
立
憲
政
党
に
入
党
し
た
の
は
中
島
に
誘
わ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、

機
関
紙

『
日
本
立
憲
政
党
新
聞』

は
、
大
和
の
土
豪
土
倉
庄
三
郎
の
財
政
支
援
に
よ
っ
て

『

大
阪
日
報』

を
買
収
し
、
名
称
を
改

め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
等
々
、
興
味
深
い
事
実
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
草
間
は
、
板
垣
退
助
の
自
由
党
に
は
入
党
し
な
か
っ
た

も
の
の
、
大
隈
重
信
の
立
憲
改
進
党
に
も
入
党
せ
ず
、
自
由
党
の
別
働
隊
の
立
憲
政
党
に
入
党
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権

運
動
家
と
し
て
の
か
れ
の
信
念
だ
け
は
貫
き
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。

立
憲
政
党
の
結
党
当
初
か
ら
の
幹
部
は
、
古
沢
滋
、
沢
辺
正
修
、
小
室
信
介
、
田
口
謙
吉
ら
で
あ
っ
た
が
、
一
足
後
れ
て
草
間

や
永
田
一
二
、
河
津
祐
之
ら
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
同
党
は
、
一
層
充
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
草
間
は
、
立
憲
政
党
の
主
要
な
人

物
・
人
材
に
つ
い
て
、
後
年
、
次
の
よ
う
な
論
評
を
し
て
い
る

(

�)

。

党
の
重
な
る
人
達
は
、
古
沢
滋
、
沢
辺
正
修
、
岡
崎
高
厚
、
小
島
忠
里
、
甲
田
良
造
、
菊
地
侃
二
、
森
作
太
郎
、
土
居
通
豫
、

永
田
一
二
、
吉
積
善
蔵
、
城
山
精
一
、
新
井
豪
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
甲
田
良
造
は
ま
だ
存
生

(

生
存)

し
て
い
る
。
菊
地
侃
二
は

後
に
大
阪
府
知
事
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
森
作
太
郎
は
府
会
議
長
を
し
て
い
た
。
岡
崎
高
厚
、
小
島
忠
里
、
吉
積
善
蔵
は
弁

護
士
。
沢
辺
正
修
は
宮
津
の
人
で
三
丹
で
鳴
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
こ
の
新
聞
で
は
会
計
主
任
と
し
て
非
常
に
働
い
た
。

城
山
精
一
は
演
説
の
名
手
で
遊
説
の
と
き
に
は
先
頭
に
立
っ
て
ゐ
た
。
新
井
豪
は
関
東
よ
り
き
た
人
で
後
に
代
議
士
と
な
っ

た
。
古
沢
滋
は
こ
の
新
聞
の
主
筆
を
し
て
い
た
。
河
津
祐
之
は
当
時
大
阪
の
検
事
長
を
し
て
ゐ
た
が
名
古
屋
に
左
遷
さ
れ
た

の
で
自
分
は
氏
を
招
聘
に
名
古
屋
に
ま
で
出
掛
け
て
い
っ
て
到
頭
大
阪
に
連
れ
帰
り
、
客
員
と
し
て
入
社
し
て
貰
っ
た
。
名
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古
屋
に
行
っ
た
と
き
東
京
よ
り
は
肥
塚
龍
が
そ
こ
に
来
合
せ
て
ゐ
て
肥
塚
と
は
面
識
が
あ
っ
た
が
顔
を
合
は
さ
ず
に
帰
っ
た
。

肥
塚
は
東
京
専
門
学
校
創
立
に
河
津
を
其
校
長
に
引
張
る
た
め
に
来
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
立
憲
政
党
の
活
動
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
集
会
条
例
の
改
正
、
資
金
の
不
足
な
ど
で
党
勢
の
維
持
・
拡
大
が
困

難
と
な
っ
た
上
に
、
当
時
の
大
阪
府
警
部
長
大
浦
兼
武
は
、『

日
本
立
憲
政
党
新
聞』

を
頻
繁
に
発
行
停
止
処
分
す
る
な
ど
徹
底

し
た
敵
視
政
策
を
と
り
、
立
憲
政
党
の
弱
体
化
は
、
避
け
よ
う
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
立
憲
政
党
は
、
創
立
か
ら
わ
ず
か
一
年
四
か
月
目
の
明
治
十
六
年
三
月
十
五
日
、
解
党
を
宣
言
し
、
他
方
、『

日
本

立
憲
政
党
新
聞』

も
明
治
十
八
年
八
月
三
十
一
日
、
廃
刊
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

六

む
す
び

以
上
、
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
の
草
間
時
福
の
足
跡
を
た
ず
ね
て
き
た
が
、
か
れ
の
民
権
運
動
家
と
し
て
の
活
動
は
、
ほ
ぼ

明
治
十
七
年
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
草
間
は
、
自
由
党
本
部
か
ら
星
亨
、
大
井
憲
太
郎
、
加
藤
平
四
郎
、
宮
部
襄
を

迎
え
、
明
治
十
七
年
六
月
五
日
に
大
阪
横
堀
で
開
催
さ
れ
た
関
西
有
志
懇
親
会
に
大
阪
在
住
の
運
動
家
と
し
て
出
席

(

�)

し
た
あ
と
、

め
だ
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
も
な
く
、
か
れ
の
名
前
は
、
突
然
、
自
由
民
権
運
動
の
世
界
か
ら
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
三
木
幾
太
郎
編

『

疑
問
の
人』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。

政
党
界
よ
り
煙
の
如
く
消
え
失
せ
た
る
彼
の
、
生
死
さ
へ
も
不
明
に
寂
と
し
て
聲
な
き
事
既
に
奇
な
り
。
況
や
職
員
録
を
閲
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し
て
、
逓
信
省
管
内
に
到
れ
ば
、
航
路
標
識
監
理
所
長
に
草
間
時
福
な
る
、
四
字
の
姓
名
を
発
見
す
る
に
於
て
を
や
。
何
人

と
雖
も
其
奇
遇
に
一
驚
を
喫
す
べ
し
、
政
党
の
有
力
者
と
灯
台
の
番
頭
と
同
名
異
人
か
、
同
一
人
か
、
暫
く
呆
然
た
ら
ざ
る

を
得
ず
。
而
し
て
其
同
一
人
た
る
詮
明
し
た
る
時
、
先
ず
吾
人
の
脳
中
に
浮
び
出
づ
る
疑
問
は
、
彼
は
何
の
為
め
に
灯
台
下

闇
く
隠
る
ゝ
か
の
一
点
に
あ
り
。

｢

煙
の
如
く
消
え
失
せ｣

｢

生
死
さ
へ
も
不
明｣

と
い
わ
れ
た
草
間
が
、
実
は
一
転
し
て
官
界
へ
転
身
し
て
い
た
と
い
う
話
は

『

疑
問
の
人』

の
著
者
な
ら
ず
と
も
、
信
じ
が
た
い
話
で
あ
る
。
長
年
自
由
党
系
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
都
市
民
権
運
動
家
と
し
て

一
貫
し
て
明
治
政
府
を
批
判
し
て
き
た
草
間
の
場
合
、
意
外
の
感
が
と
く
に
深
い
。

官
界
転
身
後
の
草
間
は
、
明
治
十
七
年
工
部
省
准
奏
任
御
用
掛
と
な
り
、
そ
の
後
逓
信
省
灯
台
局
次
長
、
同
省
郵
便
為
替
貯
金

管
理
所
長
、
東
京
郵
便
電
信
学
校
長
、
航
路
標
識
管
理
所
長
な
ど
を
歴
任
、
大
正
二
年
に
退
官
す
る
ま
で
、
実
に
二
十
九
年
間
を

明
治
政
府
の
能
吏
と
し
て
過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
活
躍
し
た
か
れ
の
前
半
生
と
明
治
政
府
の
官
吏
と

し
て
過
ご
し
た
後
半
生
と
は
余
り
に
も
対
照
的
だ
が
、
草
間
が
な
ぜ
、
官
界
へ
転
じ
た
の
か
。
か
れ
に
一
体
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ

た
の
か
。
そ
の
理
由
は
今
も
な
お
不
明
で
あ
り
、
大
き
な
謎
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

草
間
の
著
作
と
し
て
は
各
新
聞
紙
上
に
発
表
し
た
多
数
の
論
説
が
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
訳
書
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ル
ッ
セ
ル
・

ヤ
ン
グ

『

克
蘭
度
氏
世
界
漫
遊
記』

(

東
京
西
山
松
之
助
、
明
治
十
三
年)

、
チ
エ
ル

『

評
論
仏
国
革
命
全
史』

(

東
京
混
々
堂
、

明
治
十
七
年)

、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン

『

英
米
憲
法
比
較
論』

(

大
阪
日
野
九
郎
兵
衛
、
明
治
十
九
年)

な
ど
が
あ
る
。
昭
和
七
年

一
月
五
日
、
草
間
は
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
閉
じ
た
。
享
年
七
十
八
歳
。
墓
所
は
東
京
青
山
墓
地
に
あ
る
。
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注
(

１)

久
我
懋
正
編

『

現
今
民
権
家
品
行
録』

秩
山
堂
、
明
治
十
五
年
、
五
二
頁
―
五
五
頁
。

(
２)

三
宅
虎
太
編

『

民
権
自
由
日
本
演
説
軌
範』

甘
泉
堂
他
、
明
治
十
五
年
、
九
六
頁
―
一
〇
三
頁
。

(

３)
三
木
幾
太
郎
編

『

疑
問
の
人』

東
京
毎
夕
新
聞
社
、
大
正
二
年
、
二
五
八
頁
―
二
五
九
頁
。

(

４)

永
江
為
政
編

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

草
間
先
生
謝
恩
会
、
大
正
十
一
年
。

(

５)

宮
武
外
骨
・
西
田
長
寿

『

明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝』

み
す
ず
書
房
、
昭
和
六
十
年
、
六
三
頁
。

(

６)
『

国
史
大
辞
典』
第
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
八
年
、
七
五
〇
頁
。

(

７)
『

明
教』

第
三
一
号
、
松
中
・
東
高
同
窓
会
、
平
成
十
三
年
、
一
三
六
頁
―
一
四
四
頁
。

(

８)
『

慶
應
義
塾
入
社
帳』
第
一
巻
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
十
一
年
、
六
五
四
頁
。

(

９)
(

10)
｢

慶
應
義
塾
学
業
勤
惰
表｣
(

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵)

。

(

11)

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

二
二
頁
。

(

12)

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』
二
四
頁
―
二
五
頁
。

(

13)
(

�)
(

15)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
二
月
十
九
日
付
。

(

16)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
二
月
二
十
二
日
付
。

(

17)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
三
月
十
二
日
付
。

(

18)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
四
月
七
日
付
。

(

19)

草
間
時
福

｢

懐
旧
談｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』
一
二
五
頁
―
一
二
六
頁
。

(

20)

前
掲

｢

懐
旧
談｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

一
二
六
頁
。

(

21)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
四
月
十
五
日
付
。

(

22)

註
20
に
同
じ
。

福沢門下の自由民権運動家

103



(

23)
『

朝
野
新
聞』

明
治
九
年
四
月
十
五
日
付
。

(

24)

前
掲

｢

懐
旧
談｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

一
二
七
頁
。

(
25)

同
前
。

(

26)
松
崎
欣
一
編

『

三
田
演
説
会
資
料』

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
�
、
平
成
三
年
、
二
〇
六
頁
。

(

27)

前
掲

｢
懐
旧
談｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

一
二
七
頁
。

(

28)
『

自
由
党
史』

上
巻
、
岩
波
文
庫
、
二
六
〇
頁
―
二
六
一
頁
。

(

29)

山
本
盛
信

｢
政
治
的
文
化
の
恩
人
た
る
草
間
先
生｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

一
四
九
頁
。

(

30)
『

植
木
枝
盛
日
記』
高
知
新
聞
社
、
昭
和
三
十
七
年
、
九
三
頁
―
九
四
頁
。

(

31)

前
掲

『

自
由
党
史』
上
巻
、
二
四
六
頁

(

32)

前
掲

『

植
木
枝
盛
日
記』
一
一
九
頁
。

(

33)

正
岡
忠
三
郎
編

『

子
規
全
集』
第
九
巻
、
昭
和
五
二
年
、
九
七
頁
。

(

34)

前
掲

『

子
規
全
集』

別
巻
三
、
昭
和
五
十
三
年
、
一
七
七
頁
。

(

35)

永
江
為
政

｢

遊
学
日
記｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

三
九
頁
。

(

36)

前
掲

｢

遊
学
日
記｣

前
掲

『

四
十
年
前
之
恩
師
草
間
先
生』

四
二
頁
。

(

37)

福
沢
諭
吉
書
簡

(

書
簡
番
号
四
〇
三)

『

福
沢
諭
吉
書
簡
集』

第
二
巻
、
二
七
九
頁
―
二
八
〇
頁
。

(

38)

福
沢
諭
吉
書
簡

(

書
簡
番
号
四
〇
九)

『

福
沢
諭
吉
書
簡
集』
第
二
巻
、
二
八
七
頁
―
二
八
八
頁
。

(

39)

前
掲

『

三
田
演
説
会
資
料』

一
四
一
頁
―
一
四
二
頁
。

(

40)
『

城
泉
太
郎
著
作
集』

長
岡
市
史
双
書
三
七
、
平
成
十
年
、
一
九
頁
。

(

41)
｢

本
社
沿
革
ノ
概
略｣

『

朝
野
新
聞』

明
治
十
三
年
一
月
四
日
付
。

(

42)

前
坊
洋

｢『

朝
野
新
聞』

か
ら
得
た
史
料
の
報
告｣

『

福
沢
手
帖』

第
六
一
号
、
平
成
元
年
六
月
、
一
四
頁
―
一
六
頁
。
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(

43)
『

福
沢
諭
吉
書
簡
集』

第
三
巻
、
平
成
十
三
年
、
四
〇
頁
。

(

44)
『

交
詢
社
百
年
史』

昭
和
五
十
八
年
、
一
八
一
頁
。

(
45)

鎌
田
栄
吉｢

自
伝
を
語
る｣

『

鎌
田
栄
吉
全
集』

第
一
巻
、
昭
和
十
年
、
一
九
三
頁
―
一
九
四
頁
。『

交
詢
社
百
年
史』

昭
和
五
十
八
年
、

五
〇
一
頁
―
五
〇
二
頁
。
な
お
、
鎌
田
談
話
中
に
み
え
る

『

京
浜
日
報』

は
存
在
し
な
い
。
あ
る
い
は

『

東
京
横
浜
毎
日
新
聞』

を
指
す

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
紙
に
該
当
記
事
は
み
あ
た
ら
な
い
。

(

46)

前
掲

『
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝』

一
八
七
頁
。

(

47)

当
時
長
岡
在
住
の
城
泉
太
郎
の

｢

日
記｣

(

明
治
十
四
年
三
月
の
項)

に
も
、｢

此
月
北
越
新
聞
ノ
開
業
式｣

と
み
え
て
い
る

(

前
掲

『

城
泉
太
郎
著
作
集』
二
一
頁)

。

(

48)

江
村
栄
一

『

自
由
民
権
革
命
の
研
究』

法
政
大
学
出
版
局
、
昭
和
五
十
九
年
、
四
一
二
頁
―
四
一
五
頁
。

(

49)

江
村
栄
一

｢『

嚶
鳴
社
憲
法
草
案』

の
確
定
お
よ
び

『

国
会
期
成
同
盟
本
部
報』

の
紹
介｣

『

史
潮』

第
一
一
〇
・
一
一
一
合
併
号
、
昭

和
四
十
七
年
十
二
月
、
六
二
頁
。

(

50)

明
治
史
料
研
究
連
絡
会

『

明
治
前
期
府
県
会
議
員
名
簿

(

上)』

昭
和
三
十
四
年
、
八
八
頁
。
な
お
、
草
間
が
実
際
に
東
京
府
会
議
員

に
就
任
し
た
の
は
同
年
七
月
で
あ
り
、
以
来
翌
十
六
年
六
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

(

51)
『

朝
野
新
聞』

明
治
十
五
年
三
月
二
日
付
。

(

52)

伊
藤
痴
遊

｢

沼
間
守
一

(

完)｣
『

痴
遊
雑
誌』

第
二
巻
第
一
号
、
昭
和
十
一
年
、
三
〇
頁
。

(

53)
｢

立
憲
政
党
名
簿｣

(

明
治
十
五
年
十
月)

に
よ
れ
ば
、
草
間
の
止
宿
先
は
、｢

東
区
大
川
町
淀
屋
橋
東
入
原
平
兵
衛
方｣

で
あ
っ
た
。

(

54)

草
間
時
福

｢

大
阪
立
憲
政
党
の
こ
と｣

『

新
旧
時
代』

第
二
年
第
四
・
五
冊
、
大
正
十
五
年
八
月
、
一
一
頁
。

(

55)

前
掲

｢

大
阪
立
憲
政
党
の
こ
と｣

『

新
旧
時
代』

第
二
年
第
四
・
五
冊
、
一
二
頁
。

(

56)

前
掲

『

自
由
党
史』

中
巻
、
三
七
三
頁
。

(

57)

三
木
幾
太
郎
編

『

疑
問
の
人』

大
正
二
年
、
二
五
八
頁
。
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(

58)
｢

公
文
録｣

明
治
十
七
年
・
第
二
百
巻
・
官
吏
進
退

(

工
部
省)

。
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